
シミュレーション画面説明書

【年金について】 【シミュレーション画面について】

上図のように、世代によって年金の支給開始年齢が異なります。 上図のように、60歳になってからしばらくの間、年金の額は、59歳時の賞与によって変わります。
部分年金とは、上図の報酬比例部分のことです。 ●部分年金第１期　60歳の最初の賞与支給月まで
フル年金とは、上図の報酬比例部分＋定額部分のことです。 ●部分年金第２期　60歳の２回目の賞与支給月まで

●部分年金第３期　60歳の２回目の賞与支給月から定額部分支給開始年齢まで
　60歳以後の労働条件に見合った「本来のシミュレーション」は【部分年金第３期】です。

【その他】 　そのため、【部分年金第３期】のシートを先頭に持ってきています。
住民税は計算に入れていません。 　第1期、第２期は、59歳時の賞与の影響がなくなる第３期に至る過渡期と捉えてください。
所得税額は、扶養親族１人の源泉徴収額を採用しています。 　第1期、第2期、第3期と年金受給額だけが変動し、その変動は別シートで提示しています。

●フル年金期間　定額部分支給開始年齢（左図表参照）から65歳到達月まで
●したがって、このシミュレーションのシートの構成は次のようになっています。
①部分年金第３期シミュレーション
②59歳時賞与による変遷（部分年金第１期～第３期）シミュレーション

このシミュレーションの数値には多少の誤差があります。 ③フル年金シミュレーション

標準報酬月額の改定は同日得喪を前提としており、随時改定の場
合はシミュレーション通りになるまで３ヵ月間遅れます。

厚生年金の保険料率は毎年９月に改定さされますが、このシミュ
レーションでは年金支給開始月の保険料率で計算しています。

当面の年金支給開始年齢引き上げスケジュール

老齢基礎年金

昭和18（23）4.2～
昭和20（25）4.1生
れの人

昭和16（21）4.2～
昭和18（23）4.1生
れの人

60歳

61歳

昭和28(33).4.2以後生まれからは部分年金の支給開始年齢が引上げられる

※（　）内は女性のスケジュール

62歳
昭和20（25）4.2～
昭和22（27）4.1生
れの人

昭和22（27）4.2～
昭和24（29）4.1生
れの人

63歳

65歳

昭和24（29）4.2～
昭和28（33）4.1生
れの人

60歳

64歳

65歳
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在職老齢年金に算入される賞与 在職老齢年金

60歳時の年金受給額は、

Ａ（59歳時の２回の賞与）

Ｂ（59歳時の２回目の賞与と60歳時の１回目の賞与）

Ｃ（60歳時の２回の賞与）

の３期に渡って変動

60歳時の年金受給額は、

Ａ（59歳時の２回の賞与）

Ｂ（59歳時の２回目の賞与と60歳時の１回目の賞与）

Ｃ（60歳時の２回の賞与）

の３期に渡って変動

年金

月額
この部分の

１/２をカット

支給

支給停止

年２回の賞与
があると、60歳
時の年金（部
分年金）の受
給額は３回に
渡って変動す
ることになりま
す。


